
（フ　リ　ガ　ナ）（フ　リ　ガ　ナ）

鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。

特別養子離縁についての家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書が必要です。

筆頭者の氏名欄には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。

外国人のうち、次の地域の法を本国法とする人は、国籍に代えて地域を記載することができます。

１　台湾

２　パレスチナ（ヨルダン川西岸地区及びガザ地区）




